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「湧別町産業間ネットワーク」では、町の魅力発信や認知度向上、特産品の消費拡大を図るた

め、特産品の鉄板焼き販売や物販ブースなどを設けた「ゆうべつうまいもん ミニ祭り」を開催

します。ご家族やご友人を誘ってお気軽にお越しください。 
 

【日  時】 ５月１８日（日）午前１０時～午後２時 

※食材および商品がなくなり次第終了します。 
 

【会  場】 道の駅「かみゆうべつ温泉チューリップの湯」屋外スペース 
 

【内容(予定)】 ・ホタテの浜焼き＆湧別牛ステーキの鉄板焼き販売 

・鹿肉サラミ＆チガイのわかるカレー試食 

・物産販売 
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「ゆうべつうまいもん ミニ祭り」を開催します 
湧別町産業間ネットワーク事務局（○上企画財政課 未来づくりＧ） ２－５８６２ 

 

 

≪湧別町産業間ネットワークとは？≫ 

湧別町、えんゆう農業協同組合、湧別町農業協同組合、湧別漁業協同組合、遠軽地区森林

組合、湧別町商工会、湧別町観光協会で構成する、産業および地域の活性化を目的とした組

織です。 



- 2 - 

 

 

 

 

６月１日は、人権擁護委員の日です。 

人権擁護委員は、いつでも地域住民からの相談に応じています。人権相談は、離婚相談などの

家庭内の問題や借地借家の問題、隣近所のもめごとなど、とても幅広い内容となっています。 

本町でも、次のとおり「特設なんでも相談所」を開設し、人権擁護委員がご相談に応じます。

お気軽にご相談ください。 
 

日時 場所 相談委員 

６月２日（月） 

午後１時～４時 

役場 湧別庁舎  １階会議室（栄町） 
多田 惠美子さん（緑町） 

多田 貞子さん （芭露） 

役場 上湧別庁舎 ２階会議室（上湧別屯田市街地） 
江田 基さん  （屯市） 

岩井 小百合さん（中湧別中町） 

 

もう一人で悩まないで、相談から解決へ 
 

【問い合わせ先】釧路地方法務局北見支局総務課 ℡０１５７－２３－６１５２ 

 

 

 

 

 

令和７年度任用の会計年度任用職員を、次のとおり追加募集しています。 

会計年度任用職員とは、１会計年度内（４月１日～翌年３月３１日）で任用される一般職の非

常勤職員です。 
  

【募集職種】折り込みチラシの「令和７年度会計年度任用職員募集一覧」をご覧ください。 
 

【応 募 資 格】地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方。 
 

【給料・報酬など】会計年度任用職員の給与条例に基づき支給します。また、通勤手当、時間外手

当、期末・勤勉手当を支給します。（勤務形態により異なります） 
 

【健康保険など】健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。（勤務形態により異なります） 
 

【休 暇 な ど】年次有給休暇、特別休暇などがあります。（勤務形態により異なります） 
 

【応 募 方 法】町指定の履歴書（○上総務課および○湧福祉課に備えてあります）と必要な資格の

免状の写しなどを、５月２３日（金）までに○上総務課へ持参または郵送してく

ださい。 
 

【選 考 方 法】書類選考または面接試験を行い、任用予定者を決定します。面接試験を行う場合

は、応募者に日程などを後日通知します。 
 

【そ の 他】会計年度任用職員は地方公務員法が適用され、条件付採用、人事評価、懲戒処分

およびその他の服務規程（信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念す

る義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止など）が適用となります。 
 

 

会計年度任用職員を追加募集しています 
○上総務課 総務G ２－２１１２ 

特設なんでも相談所を開設します 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

令和７年５月９日発行 No.375 
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令和７年度任用の会計年度任用職員（町立公園等現場管理職員）を、次のとおり追加募集しま

す。 
 

【募集職種】 
 

 

【応募資格】地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方 
 

【給料・報酬など】会計年度任用職員の給与条例に基づき支給します。また、通勤手当、時間外手当、

期末・勤勉手当を支給します。 
 

【健康保険など】健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。 
 

【休暇など】年次有給休暇、特別休暇などがあります。 
 

【応募方法】町指定の履歴書（○上総務課および○湧福祉課に備えてあります）と必要な資格の免

状の写しなどを、６月１３日（金）までに○上総務課へ持参または郵送してくださ

い。 
 

【選考方法】書類選考または面接試験により任用予定者を決定します。面接試験を行う場合は、

応募者に日程などを後日通知します。 
 

【そ の 他】会計年度任用職員は地方公務員法が適用され、条件付採用、人事評価、懲戒処分お

よびその他の服務規程（信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義

務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止など）が適用となります。 

 

 

 

 

職種 

募集人員 

町立公園等現場管理職員

（フルタイム） 
１人 勤務場所 湧別町役場商工観光課、町立公園など 

主な 

職務内容 

●チューリップ公園などの町立公園の現場管

理および事務作業 

※スケジュール管理・作業指示・球根購入事務・

植付けデザイン作成・施設管理やその他作業

補助など 

●観光振興業務全般および企画立案 

●ＰＲ業務やイベント従事など 

任用期間 任用の日～令和８年３月３１日 

勤務時間 
午前８時３０分～午後５時１５分 

※休憩１時間 

勤務日数 
週５日（週３８時間４５分） 

※土日、祝日、年末年始は休み 

必要資格 

●年齢がおおむね１８歳以上５０歳以下の方 

●園芸および造園など植物にかかわる業務に

興味をお持ちの方 

●町内に在住する方または任用予定日までに

居住する予定の方 

●普通自動車運転免許証を有している方。また

は、任用の日までに取得見込みの方 

※AT限定不可 

●パソコンの基本操作ができる方 

（Word・Excel・インターネットなど） 

給料額 

２４８,６００円 

※実務経験を有する方には給与加算があります。 
 

期末勤勉手当は年２回（６月・１２月） 

その他 

●職員住宅への入居が可能です。 

●新しいことにチャレンジする意欲がある方歓

迎します。 

チューリップ公園などの現場管理職員を追加募集します 
○上総務課 総務G ２－２１１２ 

令和７年５月９日発行 No.375 
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親子リトミック講座を開催します。お子さんと一緒に音楽に合わせて身体を動かして、楽しい

時間を過ごしませんか。 
 

【日  時】６月１１日（水）午前１０時～１１時 
 

【場  所】湧別児童センター 体育館（栄町） 
 

【講  師】リトミックインストラクター 奥田 祥恵さん 
 

【対  象】町内に居住する歩行できる幼児とその保護者 
 

【定  員】１０組程度 
 

【持 ち 物】動きやすい服装（素足で行います）・タオル・飲み物 
 

【申込期間】６月４日（水）まで 
 

【申 込 先】湧別子育て支援センター ℡５－２４３２ FAX５－２２３７ 

申し込みフォームでも受け付けています。保護者氏名・連絡先・託児の有無・ 

託児を希望される方はお子さんの氏名と年齢を入力して送信してください。 
 

【そ の 他】託児希望の方はお子さんの着替えやオムツ・飲み物などご持参ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

親子リトミック講座を開催します 
○湧健康こども課 児童支援G ５－３７６５・湧別子育て支援センター ５－２４３２ 

 

≪リトミックとは？≫ 

身体全体、五感すべてを使って、身体の中に音感・リズム感を育てていく音楽教育のこと

です。音感・リズム感・想像力・表現力・協調性・社会性・集中力などを養うことができま

す。大切な幼児期に音楽で楽しく遊びながら、子どもの可能性を引き出していきます。 

申し込みフォーム 

 

Ｊアラート全国一斉情報伝達訓練（第１回）を実施します 
 

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達訓練として Jアラートを利用した試験放送を 

下記日程で実施します。この訓練は全国一斉で行われるため、町外でも実施されますので、お間違え 

のないようご留意ください。 

なお、訓練当日の災害発生などにより試験を中止する場合があります。 
 

日時：５月２８日（水）午前１１時ごろ 
 

【問い合わせ先】○上総務課 情報防災G ２－２１１２ 
訓練詳細 

町ホームページ 

令和７年５月９日発行 No.375 

https://logoform.jp/form/yTo3/994880
https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/life/news.html?news=951
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【日程・会場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象者・料金】 

検査項目 検査内容 
対象者 

（年齢は令和８年３月３１日時点） 

料金 

７４歳以下 
７５歳以上 

(後期高齢者) 

特定健診 

（基本健診） 
血液・尿検査など 

●１９～３９歳の方 

●４０歳以上の国保加入者 

●後期高齢者医療保険加入者 

●特定健康診査受診券をお持ち 

の方（条件あり） 

１,５００円 ８００円 

 ピロリ菌検査 血液検査 
３０歳以上の方で、特定健診を

受診した方 
８００円 ４００円 

腹部超音波検査 超音波検査 

３０歳以上の方 

１,０００円 ５００円 

胃がん検診 胃バリウム検査 １,０００円 ５００円 

肺がん検診 肺レントゲン検査 ２００円 １００円 

 喀痰
かくたん

検査 痰検査 ３００円 ２００円 

大腸がん検診 便潜血検査 ３００円 ２００円 

前立腺がん検診 

血液検査 

５０歳以上の方 ４００円 ２００円 

肝炎ウイルス検査  
４０歳以上の方で、一度も検査

を受けたことがない方 
４００円 ２００円 

ｴｷﾉｺｯｸｽ症検査 
１８歳以上の方で、５年以上 

検査を受けていない方 
無料 

 

※生活保護世帯の方は無料です。 
 

【健診実施機関】北海道労働保健管理協会 
 

【申 込 方 法】６月６日（金）までに、○湧健康こども課（℡５－３７６５）へ電話でお申し込 

みください。 

 

 

 

日程 会場 受付時間 

６月２５日（水） 

    ２６日（木） 

２７日（金）  
保健福祉センター 

①午前６時30分 

②午前７時00分 

③午前７時30分 

④午前８時00分 

⑤午前８時30分 

⑥午前９時00分 

⑦午前９時30分  

７月 １日（火） 

  ２日（水） 

７月 ３日（木） 

４日（金）  
芭露畜産研修センター 

特定健診・がん検診の受付を開始します 
○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

令和７年５月９日発行 No.375 
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令和７年度より、乳房 MRI、乳腺エコー（乳房超音波検査）、帯状疱疹
ほうしん

ワクチンにかかる費用

の一部助成を開始します。 

そのほか、令和７年度中に医療機関で受けた検診、予防接種にかかる費用の一部を下記のとお

り助成していますのでぜひご活用ください。 
 

種類 対象者 助成金額（限度額） その他 

乳がん検診 

ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ 

○新乳房 MRI 

○新乳腺エコー 

４０歳以上の女性の方 

２年に１回 

４９歳以下５,３１２円 

５０歳以上４,３５５円 令和６～７年度に町の助成を受

けた方、町の検診を受診した方、

受診予定の方は対象外です 

子宮がん検診 ２０歳以上の女性の方 

２年に１回 

細胞診５,１０５円、 

超音波６００円 

○新帯状疱疹
ほうしん

 

ワクチン 
50歳以上の方 

生ワクチン １回限り

4,000円 

不活化ワクチン ２回

まで 

１回あたり10,000円 

助成はどちらかのワクチンで生

涯に一度限りです 

肺炎球菌 

ワクチン 

●６５歳以上の方 

●６０～６４歳で内臓機能 

障害などがあり医師が接 

種の必要性を認めた方 

１回限り 

３,０００円 

過去に町の助成を受けた方は対

象外です 

人間ドック 

●１９歳以上３９歳以下 

●４０歳以上７４歳以下の

国保加入者 

●後期高齢者医療保険加入者 

１年に１回 

１６,０００円 

人間ドックの検査で特定健診を

受診していない方、令和７年度

に町の総合健診を受診予定の方

は対象外です 

脳ドック ４０歳以上の方 
５年に１回 

２０,０００円を限度 

令和３年４月以降に町の助成を

受けた方は対象外です 

※遠軽厚生病院、北星記念病院、 

道東の森総合病院で受診され 

る方は、受診前に○湧健康こど 

も課までご連絡ください 
 

【申請方法】令和８年３月３１日（火）までに下記の書類を持参し、○湧健康こども課、 

○上住民税務課、中湧別出張所、芭露出張所へ申請してください。 

検  診：①検査結果    

②自己負担額が分かる領収書と明細書  

③振込先が確認できるもの 

      予防接種：①接種したことを証する領収書と明細書 ②振込先が確認できるもの 

乳房 MRI、乳腺エコー、帯状疱疹
ほうしん

ワクチンの費用助成を開始します 
○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

令和７年５月９日発行 No.375 
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【そ の 他】●受診する医療機関の指定はありません。 

      ●治療のためにかかった検査費用などは対象になりません。検査項目によって助成

できない場合があります。○湧健康こども課へご確認ください。 

      ●他の制度により助成金の支給がある場合には、当該助成金を差し引いた額に対し

助成します。 

 

 

 

 

 

湧別町は全国・全道と比べ喫煙率が高く、肺がんで亡くなる方も多い状況です。「肺がんＣＴ検

診」は、レントゲン検査と比べて、より小さく、より早期の肺がんを発見することができます。

喫煙者、過去に喫煙していた方、家族に喫煙者がいる方は、特に肺がんＣＴ検診の受診をおすす

めします。 
 

【実施日時】５月～令和８年３月 毎週火曜日 午前１１時～ 

毎週金曜日 午後 ２時３０分～ 

      ※所要時間は３０分程度です 

※１１～１２月はインフルエンザ予防接種時期のため除きます 
 

【実施病院】ゆうゆう厚生クリニック（中湧別中町） 
 

【対 象 者】４０～７４歳の町民の方（令和８年３月３１日時点） 

対象外 

      ①年度内に町総合健診の肺がん検診（レントゲン）を受診された方、受診予定の方 

      ②ペースメーカーが入っている方、妊娠の可能性がある方 

      ③肺の疾患で治療・経過観察中の方、町の肺がん検診で精密検査となり未受診の方 

※専門病院での検査・治療が優先となるので、受診をお断りさせていただきます。 
 

【検診内容】問診、胸部ＣＴ検査、喀痰
かくたん

検査 ※医師の診察はありません 

※低線量ＣＴを使用し、通常のＣＴ検査より放射線の使用量 

が非常に少ない検査です 

 

【自己負担額】●胸部ＣＴ検査：４,０００円  ●喀痰
かくたん

検査：３００円 

      ※検診料金から助成額８,０００円を除いた金額 

※生活保護世帯の方は無料です 
 

【申込方法】随時受け付けます。以下の手順で、電話でお申し込みください。 

①○湧健康こども課（℡５－３７６５）へ検診の申し込みをする。 

②受診者本人がゆうゆう厚生クリニック（℡２－２１８５）へ直接電話をし、受診 

日の予約をする。 

 

 

 

 

 

 

肺がんＣＴ検診を実施します 
○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

令和７年５月９日発行 No.375 
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認知症のご本人やそのご家族などの方が、会話や対話などによって、人と人とのつながりや認

知症に関する情報を得ることのできる場として「つなぐカフェ（認知症カフェ）」を毎月第３金曜

日を基本に開催することになりました。 

この機会に認知症についての情報を得たい方や、相談してみたい方は、お気軽にご参加くださ

い。 
 

【日  時】５月１６日（金）午後２時～３時３０分 
 

【場  所】リハビリ型デイサービスつなぐ（中湧別北町１２７番地１） 
 

【実施内容】薬剤師による講話と相談会 

      ★講 師：アイン薬局中湧別店 大久保 久人薬局長 

       テーマ：認知症と薬について 

      ★相談会：保健師、ケアマネジャー、理学療法士、生活支援コーディネーター 

など、日ごろから認知症の方などの対応に携わる者が相談対応します。 
 

【対  象】どなたでも参加できます。 
 

【相 談 例】●最近物忘れがすすんだ気がする  

●家族・知人が認知症になったかも 

●認知症に関することを知りたい など 
 

【参 加 料】無料 
 

【申込方法】事前申し込み不要のため、お気軽にご参加ください。 
 

【主  催】（一社）繋・つなぐ（町認知症カフェ事業受託者） 
 

【問い合わせ先】（一社）繋・つなぐ ℡８－７６７６ 

 

 

 

 

 

 

 

野焼きは禁止です 
 
 

野焼きは、法律で原則禁止されている行為です。家庭ゴミをドラム缶や簡易焼却で燃やすこと 

も罰則の対象となります。さらに、煙やすす、悪臭で近隣に迷惑をかけるだけではなく、ダイ 

オキシン類や塩化水素など有害物質の発生原因となります。ゴミは必ず町の分別ルールに従っ 

て排出してください。 
 

違法者には法律により５年以下の懲役、１,０００万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があ 

りますのでご注意願います。 
 

※風俗習慣、宗教上必要な焼却や農林水産業を営むために必要な焼却などは罰則が適用されませんが、この 

場合でも、周囲に迷惑のかからないよう十分注意し、必要最小限にとどめましょう。 
 

【お問い合わせ先】○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

つなぐカフェ（認知症カフェ）を開催します 
○湧福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 

令和７年５月９日発行 No.375 
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４月２１日現在の町内高齢者福祉入所施設の空き状況は次のとおりです（現在とは異なる場合

があります）。待機者がいても、空床・室数に空きがある施設に入所できる場合がありますので、

詳しくは各施設にお問い合わせください。 
 

分類 事業所名 住所 電話番号 定員・室数 
空床 
・ 
空室 

待機者 
 

うちすぐに  
入居希望 

特別養護 
老人ホーム 

※１ 

湧別オホーツク園 
東 5-3660 

40人 0 47 20 

湧別オホーツク園 
リラの杜 ※３ 

20人 0 ２ １ 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 20人 0 ２ １ 

湧愛園 上湧別 
屯田市街地 

2-3151 
40人 0 65 25 

湧愛園ちゅーりっぷの里  ※３ 20人 0 24 9 

グループホーム  
※２ 

上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 18人 0 5 3 

有料老人 
ホーム 

向日葵 中湧別東町 8-7725 36人 ０ ０ ０ 

リビングケア･オリーブ 中湧別中町 4-1760 
１人用・13室 1 5 0 

夫婦用・２室 0 ０ ０ 

高齢者 
賃貸住宅 

在宅支援型住宅 
湖水の杜 

芭露 4-5525 ５人 ０ ９ 5 

ケアハウス来夢 ※４ 
上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用・24室 ０ 31 24 

夫婦用・３室 0 ２ ０ 

※１ 入所するには原則要介護３～５の認定が必要な施設です。 

※２ 入所するには要介護認定が必要な施設です。 

※３ 地域密着型施設のため、湧別町民の方のみが入所できる施設です。 

※４ 日常生活で自立している方が入所できる施設です。（要介護者は入所できない場合があります。） 

 

 

 

 

 

猫の飼育に関する苦情が、町に多く寄せられています。ご近所とのトラブルを防ぐためにも、 

ルールやマナーを守り、飼い主の皆さんは次のことに気を付けてトラブルの防止に努めましょう。 
 

●猫を外で飼うことで、他人の庭や畑を糞尿で汚したりするなど、近隣トラブルの原因となりま

す。交通事故や病気などの防止にもなりますので、屋内で飼育しましょう。 
 

●繁殖を望まない場合は、不幸な命を増やさないためにも手術を受けさせましょう。 
 

●野良猫に餌を与えることにより、周辺に居続け、鳴き声や糞尿、出産などによる増加で近隣に

迷惑をかけることになります。餌を与えた方が事実上の飼い主となりますので、責任を負うこ

とができないのなら、絶対に餌を与えないでください。 
 

●猫は動物愛護法で愛護動物とされていることや、屋外にいても野良猫と飼い猫の区別がつかな

いことから、町では猫の捕獲・駆除はできません。また、飼い主の無責任な理由で、ペットな

どの動物を捨てる・殺す・衰弱させるなどの行為は犯罪となりますので、絶対にやめましょ

う。 

町内の高齢者福祉入所施設の空き状況 
○湧福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 

猫を飼っている方へお願い 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

令和７年５月９日発行 No.375 
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赤十字奉仕団は、市区町村を基盤にして、日常生活の中で地域に根差した奉仕活動を展開して

います。道内では１８０を超える奉仕団があり、社資の募集活動、災害時に被災者への炊き出し

や救援物資の配布、義援金の募集活動などに積極的に取り組んでいます。 

湧別町赤十字奉仕団では、赤十字思想の普及活動をはじめ、特別養護老人ホームで洗濯物たた

みや仕分けなどのボランティア活動を行っています。ボランティア活動で気持ちの良い汗を流し

てみませんか。参加を希望される方は、下記までお問い合わせください。 
 

【奉仕団名】湧別町赤十字奉仕団 上湧別分団あゆみの会 
 

【活動内容】特別養護老人ホーム「湧愛園」の洗濯物仕分け、縫い物、行事手伝いなど 
 

【申込・問い合わせ先】湧別町赤十字奉仕団 上湧別分団あゆみの会 原田 ℡２－２２８１ 

○湧福祉課 ℡５－３７６１ 

 

 

 

 

 

今年で４０回目となる本大会は、全国から３,０００人を超えるランナーが集まり開催されま

すので、たくさんのご声援をお願いします。また、大会実施にともない一部交通規制となる区間

がありますので、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 
 

◆開催日程 
 

【開 催 日】６月２９日（日） 
 

【スタート時間】１００ｋｍの部 午前５時 
 

【場  所】湧別総合体育館裏（栄町） 
 

【町内コース】右ページのコース図をご覧ください。 
 

【交通規制】一時全面通行止の区間は、後日かわらばんでお知らせします。 
 

◆ボランティアスタッフの募集 

この大会に協力していただける給食ボランティアスタッフを募集します。 
 

【日  時】６月２９日（日） 
 

【業務内容】給水・給食所における主に給食の提供に関するボランティアスタッフ 

※２０ｋｍ・２５ｋｍ・３０ｋｍ・３５ｋｍ・４０ｋｍ・４５ｋｍ地点の都合の良い場所 
 

【募集人数】各地点５人程度 
 

【対  象】町内に居住する中学生以上の方 
 

【申込方法】５月３０日（金）までに、申し込みフォーム 

または電話でお申し込みください。 
 

【そ の 他】給水・給食所で余った食品などは、持ち帰りできません。 

 

第４０回サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソンの開催にご協力ください 
教育委員会 社会教育課 社会教育G ５－３１３２ 

 

申し込みフォーム 

赤十字奉仕団の団員を募集しています 
○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

令和７年５月９日発行 No.375 
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現在、町では新庁舎の設計業務を進めており、省エネルギー型の空調設備として地中熱の活用

を検討しています。 

導入にあたり、地中熱の活用が可能かどうか旧中湧別小学校グラウンド内でボーリングマシン

による掘削調査を行います。調査はご迷惑を最小限に抑えるため細心の注意を払って行いますが、

特に近隣にお住まいの方には騒音や振動などでご迷惑をおかけする場合もありますのでご理解、

ご協力をお願いします。 

なお、調査には大型の機械を使用するため、大変危険ですので作業現場に近寄らないようお願

いします。 
 

【調査場所】旧中湧別小学校グラウンド 
 

【調査期間】５月９日（金）～２６日（月） 

（掘削作業）５月１０日（土）～１６日（金） 午前９時～午後５時 

（測定調査）５月２０日（火）～２２日（木） ２４時間発電機稼働 

※地盤の状態などにより作業期間が変更となる場合があります。 
 

【調査実施者】ミサワ環境技術㈱札幌営業所 

 

 

 

 

 

鳥獣保護管理法第４１条の規定に基づく狩猟免許試験が実施されます。町では、新たに有害鳥

獣捕獲に必要な狩猟免許の取得、猟銃所持許可の取得、猟具などの購入に要する経費に補助して

いますので、ご活用ください。 
 

【試験日程】７月６日（日）午前９時 
 

【試験場所】オホーツク総合振興局合同庁舎（網走市北７条西３丁目） 
 

【申込方法】狩猟免許試験の受験を希望される方は、事前申請を行ってください。 

定員を超過する場合は抽選を行い、受験者を決定します。 

      事前申請の申込方法は、①電子申請と②郵送の２通りあります。 
 

①電子申請：電子申請入力フォームに必要事項を入力 
 

②郵 送：必要事項を記入した「令和７年度狩猟免許試験事前申請書」 

および１１０円切手をはった返信用封筒を下記住所へ送付 

※申請書は道庁ホームページからダウンロードできます。 

〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目 

北海道環境生活課自然環境局 野生動物対策課 野生鳥獣係 
 

【申請期間】５月１５日（木）まで  
 

【問い合わせ先】事前申請：オホーツク総合振興局環境生活課自然環境係 ℡０１５２－４１－０６３０ 

補助制度については、次ページをご覧ください。 

狩猟免許試験が実施されます 
○湧水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 

電子申請 

入力フォーム 

道庁ホームページ 

旧中湧別小学校グラウンドでボーリング調査を行います 
○上総務課 庁舎等整備準備室 ２－２１１２ 

令和７年５月９日発行 No.375 
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 町では、有害鳥獣による農林水産物および人畜への被害防止対策を猟友会の協力を得て行って

います。 

 今後にわたり、有害鳥獣を適切に捕獲し被害を防止するため、新たに有害鳥獣捕獲に必要な狩

猟免許取得および猟銃所持許可取得ならびに猟具などの購入に要する経費を補助します。 
 

【対 象 者】下記の要件をすべて満たす方 

①町内に住所を有していること。 

       ②町税および使用料などに滞納がないこと。 

       ③町内の猟友会（上湧別・湧別部会のいずれか）に入会し、補助金を受けた年度

の翌年度から継続して５年間有害鳥獣捕獲に従事すること。 
 

【対象となる内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【申請方法】狩猟免許および猟銃所持許可取得日、猟具、銃猟具を取得した日から３カ月以内   

に次の書類すべてをそろえ、○湧水産林務課へ申請してください。 

       ①狩猟免状の写し  

②猟銃所持許可証の写し  

③経費の支払いを証明できる領収書 

       ④猟友会に所属したことを証する書面  

⑤誓約書 

 

 

 

日本赤十字社の社資を募集しています 
 

日本赤十字社の活動は、「会員および協力会員」としてご加入いただいた皆さまからお寄せ 

いただく「会費」と、広く一般の国民の皆さまからお寄せいただく「寄付金」によって支え 

られており、これらを総称して「社資」と呼びます。 

今年も５月は赤十字運動月間として、町民の皆さまから自治会を通して寄付をお寄せいただき、国の内外 

における人道活動を行う貴重な財源として役立たせていただきますので、ご協力をお願いいたします。 
 

※会員および協力会員とは、赤十字の理念や活動に賛同いただき、定期的に赤十字の活動をご支援くだ 

 さる赤十字の会員またはメンバーのことです。 
 

【問い合わせ先】日赤湧別町分区事務局（○湧福祉課 福祉Ｇ） ℡５－３７６１ 

 
 

対象経費 補助額 備考 

狩猟免許取得 

（第二種、網猟免許を除く） 免許取得費用の２分の１の額 

（１,０００円未満は切り捨て） 
１回のみ利用可 

猟銃所持許可取得 

猟銃の購入および 

銃や弾の保管庫の購入 
購入費用の２分の１の額 

（１,０００円未満は切り捨て） 

※１０万円が上限 

１回のみ利用可 

個人同士の売買による猟具

の取得は補助対象外 わななどの購入 

狩猟免許取得などを補助します 

○湧水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３   
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オホーツク相談センター「ふくろう」では、「経済的に暮らしが成り立たない」、「引きこもり

の子どもにお金をせがまれて困っている」、「仕事をリストラされてどうしたらよいか分からな

い」などのお困りごとを抱えている方の相談を無料で行っています。 

通常は電話相談となりますが、次のとおり町内に出張相談所を開設しますので、悩みがあり 

困っている方はぜひご利用ください。 

※本事業はオホーツク総合振興局から「ふくろう」が委託を受け実施しています。 
 

【開設日】事前予約制（前日の正午締切）です。 

予約がない場合は中止する場合があります。 

開設日 開設時間 開設場所 

 ５月３０日（金） 

午前１０時～午後３時 
役場湧別庁舎または上湧別庁舎 

（最寄りの公共施設を予定） 

６月２７日（金） 

７月２５日（金） 

８月２９日（金） 

９月２６日（金） 

【申込先】オホーツク相談センター「ふくろう」（北見市美芳町５丁目２番１３号） 

℡０１５７－２５－３１１０ 

 

 

 

消火器の処分方法 
 

古くなった消火器は、いざという時に使用できない可能性や、 

    そのまま放置していると事故につながる可能性があります。 
 

消火器は、町での収集や、廃棄物として処分場へ持ち込むことはできません。（一社）日本消火器 

工業会が、地域の販売代理店（特定窓口）と協力して処分を行っていますのでお問い合わせください。 

また、事前に電話またはインターネットで申し込みをすれば、郵送による回収依頼もできます。 

なお、処分にはリサイクルシール代および運送・保管費用が必要です。

【町内の特定窓口】 

(有)吉田設備工業（錦町） 

℡５－２１１５ 

 

 

【郵送による回収依頼】 

ゆうパック専用コールセンター 

℡０１２０－８２２－３０６ 

受付時間：午前１０時～午後５時  

※土日祝日および正午～午後１時を除く 
 

【問い合わせ先】 

(株)消火器リサイクル推進センター リサイクル窓口案内 ℡０３－５８２９－６７７３ 

受付時間：午前９時～午後５時 ※土日祝日、休日および正午～午後１時を除 

 

 

生活や仕事などの困りごと相談所を開設します 
○湧福祉課 福祉G ５－３７６１ 

令和７年５月９日発行 No.375 

https://www.ferecycle.jp/
https://www.ferpc.jp/


令和７年度に募集する会計年度任用職員の一覧です。詳しくは令和７年５月９日発行のかわ

らばん２ページをご覧ください。 

【令和７年度会計年度任用職員募集職種一覧】 

職種・募集人員 保育士（パートタイム） １人 

勤務場所 認定こども園・保育所 

任用期間 任用の日～令和８年３月３１日 

主な職務内容 ●保育業務 

勤務時間 
午前７時３０分～午後６時３０分のうち 

７時間４５分以内 

勤務日数 
週２～３日（週１０～２０時間） 

※勤務シフト制 

必要な資格など 
●保育士資格（幼稚園教諭免許併有が望ましい） 

●普通自動車運転免許（AT限定可） 
給料額 時給１，２００円 

職種・募集人員 
保育士兼児童厚生員（パートタ

イム） 
１人 

勤務場所 認定こども園・保育所・児童センターなど 

任用期間 任用の日～令和８年３月３１日 

主な職務内容 
●保育業務 

●児童センターなどにおける児童の指導 

勤務時間 
午前７時３０分～午後６時３０分のうち 

７時間４５分以内 

勤務日数 
週５日程度（週３５時間以内） 

※勤務シフト制 

必要な資格など 
●保育士資格（幼稚園教諭免許併有が望ましい） 

●普通自動車運転免許（AT限定可） 
給料額 日額９，２６０円 時給１，１９０円 

職種・募集人員 保育補助員（パートタイム）  １人 

勤務場所 認定こども園・保育所・児童センター 

任用期間 任用の日～令和８年３月３１日 

主な職務内容 
●認定こども園・保育所の給食、間食調理、清掃 

●児童センターの清掃 

勤務時間 
午前８時３０分～午後６時３０分のうち 

７時間４５分以内 

勤務日数 
週５日程度（週３５時間以内） 

※勤務シフト制 

必要な資格など ●普通自動車運転免許（AT限定可） 給料額 日額８，７３０円 時給１，１２０円 

職種・募集人員 保育補助員（パートタイム）  １人 

勤務場所 認定こども園・保育所・児童センター 

任用期間 任用の日～令和８年３月３１日 

主な職務内容 
●認定こども園・保育所の給食、間食調理、清掃 

●児童センターの清掃 

勤務時間 
午前８時３０分～午後６時３０分のうち 

７時間４５分以内 

勤務日数 
週２～５日（週１０～２０時間） 

※勤務シフト制 

必要な資格など ●普通自動車運転免許（AT限定可） 給料額 日額８，７３０円 時給１，１２０円 

職種・募集人員 児童厚生員（パートタイム）  １人 

勤務場所 児童センターなど 

任用期間 任用の日～令和８年３月３１日 

主な職務内容 ●児童センターなどにおける児童の指導 

勤務時間 
午前９時～午後６時３０分のうち 

７時間４５分以内 

勤務日数 
週３～５日（週１０～２０時間） 

※勤務シフト制 

必要な資格など 

●教員免許・保育士資格・放課後児童支援員資格

のいずれか 

●普通自動車運転免許（AT限定可） 

給料額 時給１，２００円 



 

職種・募集人員 
児童厚生補助員 

（パートタイム）  
２人 

勤務場所 児童センターなど 

任用期間 任用の日～令和８年３月３１日 

主な職務内容 ●児童センターなどにおける児童の指導補助 

勤務時間 
午前９時～午後６時３０分のうち 

７時間４５分以内 

勤務日数 
週３～５日（週１０～２０時間） 

※勤務シフト制 

必要な資格など ●普通自動車運転免許（AT限定可） 給料額 日額８，７３０円 時給１，１２０円 

職種・募集人員 栄養士（パートタイム） １人 

勤務場所 認定こども園・保育所 

任用期間 任用の日～令和８年３月３１日 

主な職務内容 
●認定こども園・保育所の間食の献立作成 

●厨房の衛生点検業務など 

勤務時間 
午前８時３０分～午後６時３０分のうち 

４時間以内 

勤務日数 
週３日程度（週１０時間程度） 

※勤務シフト制 

必要な資格など 
●管理栄養士資格または栄養士資格 

●普通自動車運転免許（AT限定可） 
給料額 日額１１，７６０円 時給１，５１０円 

職種・募集人員 公園作業員（パートタイム）  ２人 

勤務場所 かみゆうべつチューリップ公園ほか 

任用期間 任用の日～令和７年１２月６日 

主な職務内容 
●チューリップ公園での植物の育成・管理 

●町内公園の維持管理 

勤務時間 
午前８時３０分～午後３時５５分のうち 

６時間２５分 

勤務日数 週６日（週 38時間 30分） 

必要な資格など 

●普通自動車運転免許（AT限定不可） 

●刈払機や農耕用トラクター、小型耕うん機など

の機械作業ができる方 

●植物育成に興味・知識のある方 

給料額 日額１０，４７０円～１１，２００円 


